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○鋸南町都市交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成27年３月12日鋸南町規則第８号 

改正 

令和５年３月７日鋸南町規則第６号 

鋸南町都市交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鋸南町都市交流施設の設置及び管理に関する条例（平成26年鋸南町条例第15

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（登録名称） 

第２条 条例第２条に定める交流施設の名称のほか、必要に応じて次の登録名称を利用することが

できる。 

道の駅 保田小学校 

（開館日及び開館時間） 

第３条 条例第５条の規則で定める交流施設の開館日は、年間を通し毎日とし、開館時間について

は、午前９時から午後８時までとする。ただし、次の各号に掲げる施設については、午前０時か

ら午後12時までとする。 

(１) 簡易宿泊施設 

(２) 公衆便所 

(３) 駐車場 

(４) 待合所 

(５) キャンピングカーサイト 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第６条の規定により交流施設の管理を行う指定管理者（以下「指

定管理者」という。）は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て開館時間を変更し、又

は臨時に休館することができる。 

（利用の申請） 

第４条 条例第12条第１項の規定により、条例第４条第１号から第５号までに掲げる施設（施設を

占用する場合に限る。）の利用の許可を受けようとする者は、鋸南町都市交流施設利用許可申請

書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。 

(１) 登記事項証明書の写し（非法人にあっては代表者の住民票及び身分証明書の写し） 

(２) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類 
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(３) 印鑑証明書 

(４) 事業計画を記載した書類 

(５) 国税及び地方税の納税証明書 

(６) 経営状況、業務実績を記載した書類 

(７) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要がないと認めたときは、前項各号に掲げる書類の

全部又は一部の添付を省略することができる。 

（利用の許可） 

第５条 指定管理者は、条例第12条第１項の規定により利用を許可したときは鋸南町都市交流施設

利用許可書（第２号様式）を交付し、許可しないときは鋸南町都市交流施設利用不許可通知書（第

３号様式）により通知するものとする。 

（利用許可の期間） 

第６条 条例第12条第２項に規定する利用許可の期間は、次のとおりとする。ただし、当該利用許

可の期間は、更新することができる。 

(１) 条例第４条第１号に掲げる施設 １年以内 

(２) 条例第４条第２号から第５号までに掲げる施設 ３年以内 

（利用料金の承認の手続） 

第７条 指定管理者は、条例第13条第２項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、

鋸南町都市交流施設利用料金承認申請書（第４号様式）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、利用料金の承認をしたときは、鋸南町都市交流施設利用料金承認書（第５号様式）を

指定管理者に交付する。 

（利用料金の下限額） 

第８条 条例別表の町規則で定める額は、条例第12条第１項の規定により利用の許可を受けた者（以

下「占用利用者」という。）が占用する面積に応じ、鋸南町使用料条例（昭和58年鋸南町条例第

15号。以下「使用料条例」という。）第２条第１項の規定に基づき算出した額とする。 

（占用利用者の費用負担） 

第９条 条例第14条の規定により占用利用者に負担させることができる費用は、次に掲げるものと

する。 

(１) 電気、通信、燃料及び水道に係る費用 

(２) 廃棄物等の処理に要する費用 
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(３) 前２号に掲げるもののほか、共用部分の維持管理に要する費用 

(４) 施設の広告宣伝及び販売促進に要する費用 

(５) 前４号に掲げるもののほか、占用利用者が負担することが適当であると認められる費用 

（利用料金の減免の基準） 

第10条 条例第15条に規定する利用料金を減免し、又は免除することのできる基準は、使用料条例

第４条第２項の規定による。 

（利用料金の還付の基準） 

第11条 条例第16条ただし書に規定する利用料金を還付することができる基準は、次に掲げるとお

りとする。 

(１) 利用者が自己の責任によらない理由により利用することができないとき 既納の利用料金

の全額 

(２) その他町長が特に必要があると認めるとき 既納の利用料金のうち町長が定める額 

（委任） 

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 

附 則（令和５年３月７日鋸南町規則第６号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第４条関係） 
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第２号様式（第５条関係） 
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第３号様式（第５条関係） 
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第４号様式（第７条関係） 
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第５号様式（第７条関係） 

 


